
様式第二号の八(第八条の四の五関係) ※1,000t以上の様式

(第1面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和5年6月23日 甲府市長 

樋口雄一 殿 

提出者 

住 所 山梨県甲府市朝気l-l-22 

氏名 代裏諾怒株華許進 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号

055-233-0171 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他そ 

の処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事業 場 の 名 称 千野建材株式会社 

事業場の所在地 甲府市朝気一丁目1番22号 

計 画 期 間 令和5年4月1目から令和6年3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

① 事 業 の 種 類 建設業 総合建設業 

② 事 業 の 規 模 元請完成工事高 39,136,900円(税込) 

③ 従 業 員 数 5人 

④産業廃棄物の 一連の処理の工程 
別紙1の通り 

(日本工業規格A列4番) 



(第2面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

(管理体制図)別紙2の通り 

○廃棄物処理に関する管理体制 
統括責任者 専務取締役 
廃棄物担当 工事課長 
現場環境管理委員会 ○廃棄物の処理方法に関する検討 

廃棄物の発生抑制・再利用・中間処理・適正処理に関 
する事項を検討する 

廃棄物処理統括責任者 ○廃棄物処理方針の策定 ○現場の廃棄物管理規定の策定 
○廃棄物処理に関する各種事項の決定、承認 

廃棄物管理担当 ○廃棄物処理計画の策定 ○廃棄物管理状況の把握 
○産業廃棄物処理施設の運転・維持管理状況の把握 
○処理業者・再生利用者の調査、選定及び管理 
○委託契約の締結 ○マニフェストの交付・整理 
○監督官庁への各種報告 ○社員、関連会社に対する教育 
○特別管理産業廃棄物管理責任者、監理技術者等の配置 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

①現状 別紙4の通り 

【前年度(令和 4年度)実績】 

産業廃棄物の種類 

排 出 量 亡 t 

(これまでに実施した取組) 

②計画 別紙4の通り 

【目標’】 

産業廃棄物の種類 

排 出 量 t t 

(今後実施する予定の取組) 

産業廃棄物の分別に関する事項 

①現状 

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組) 

②計画 

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組) 



(第3面) 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

①現状 別紙5の通り 

【前年度( 4年度)実績】 

産業廃棄物の種類 がれき類 

自ら再生利用を行った 産業廃棄物の量 
2111 t t 

(これまでに実施した取組) 

全量破砕して再生砕石の原料とする 

②計画 別紙5の通り 

【目標】 

産業廃棄物の種類 がれき類 

自ら再生利用を行う 産業廃棄物の量 
2,200 t t 

(今後実施する予定の取組) 

全量破砕して再生砕石の原料とする 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

①現状 別紙5の通り 

【前年度( 4年度)実績】 

産業廃棄物の種類 無し 

自ら熱回収を行った 産業廃棄物の量 
O t t 

自ら中間処理により減量した 産業廃棄物の量 
O t t 

(これまでに実施した取組) 

②計画 別紙5の通り 

【目標】 

産業廃棄物の種類 無し 

自ら熱回収を行う 産業廃棄物の量 
O t 亡 

自ら中間処理により減量する 産業廃棄物の量 
O t 亡 

(今後実施する予定の取組) 



(第4面) 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

①現状 

【前年度( 4年度)実績】 

産業廃棄物の種類 無し 

自ら埋立処分又は 海洋投入処分を行った 産業廃棄物の量 

O t t 

(これまでに実施した取組) 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 無し 

自ら埋立処分又は 海洋投入処分を行う 産業廃棄物の量 

O t t 

(今後実施する予定の取組) 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

①現状 別紙6の通り 

【前年度( 4年度)実績】 

産業廃棄物の種類 

全 処 理 委 託 量 t t 

優良認定処理業者への 処理 委 託 量 
t t 

再生利用業者への 処理委託量 
t t 

認定熱回収業者への 処理委託量 
t 亡 

認定熱回収業者以外の 熱回収を行う業者への 処理委託量 

t t 

(これまでに実施した取組) 



(第5面) 

②計画 別紙7の通り 

【目標】 

産業廃棄物の種類 

全 処 理 委 託 量 t t 

優良認定処理業者への 処理委託量 
t t 

再生利用業者への 処理委託量 
t t 

認定熱回収業者への 処理委託量 
t t 

認定熱回収業者以外の 熱回収を行う業者への 処理委託量 

t t 

(今後実施する予定の取組) 

※事務処理欄 



(第6面)

備考
1前年度の産業廃棄物の発生量がl,000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2 当該年度の6月30日までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ
と。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。
(2)②欄には製造業の場合における製造品出荷額(前年度実績) 、建設業の場合における元

三毒し

完成工事高(前年度実績) 、医療機関の場合における病床数(前年度末時点)等の業種に応
じ

事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了する

ま

での一連の処理の工程(当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。 )を記入するこ
と。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

令第6条のIl第2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回

施設設置者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者)で

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙の

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物

種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき
は、 「-」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



別紙1

(⑪産業 廃棄物 の

一連の処理工程

・廃プラスチック
処理業者へ委託→最終処分場に埋立

・金属くず
再生処理業者へ委託→原料として再資源化

・ガラス・陶磁器くず
再生処理業者へ委託→原料として再資源化
処理業者へ委託→最終処分場に埋立

・木くず
再生処理業者へ委託→木材チップとして再資源化

・紙くず

処理業者へ委託→最終処分場に埋立

・繊維くず
処理業者へ委託→最終処分場に埋立

・廃油

再生処理業者へ委託→原料として再資源化

・建設廃棄物
処理業者へ委託→最終処分場に埋立

・かれき類
自社で中間処理(破砕) →再生砕石として販売

・廃石膏ボード
再生処理業者へ委託→原料として再資源化(紙と石膏を分別)



別紙2

(管理体制図)八田工場 

専務輔役上申計画統輔車 

l自動車部長+l八田工場長トl廃棄物管理責任者! !l l環境管理委員会l!廃棄物管理担当者上中廃材のチェ弓 製÷「l大田市 

(管理体制図)工事部門 l専務取締役ト一幸十輔括責任∃ 

i担当工課長l!I統括警醒皇室ト!廃棄物管理責任者i I 中軸管理委車 



(別紙4)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

(管理体制図) 

○廃棄物処理に関する管理体制(工事部) 

統括責任者 専務取締役 

廃棄物担当 担当営業課長 

現場環境管理委貴会 ○廃棄物の処理方法に関する検討 
廃棄物の発生抑制"再利用"再生利用"中間処理・適正処理に関する管理運営面での 

事項を検討する 
担当:現場代理人 

廃棄物処理統括責任者 ○廃棄物処理方針の策定 ○現場の廃棄物管理規定の策定・改廃の助言 

○廃棄物処理に関する各種事項の決定、承認 

廃棄物管理担当 ○廃棄物処理計画の策定 ○廃棄物管理状況の把握と完全策の検討 

○産業廃棄物処理施設の運転"維持管理状況の把握 
○処理業者"再生利用者の調査、選定及び管理 ○委託契約の締結 

○産業廃棄物管理票の交付"管理 ○監督官庁への各種報告 

○特別管理産業廃棄物管理責任者、管理技術者等の配置 
○社員、関連会社に対する教育、啓発 ○その他関係する事項 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

① 現 状 

【前年度 ( 4 年度)実績】 

産業廃棄物の種類 排出 量 

混合廃棄物 管理型 
がれき類 木くず 

がラス陶磁器 

くず 
金属くず 

石綿含有が れき類 
石膏ボード 繊維くず 

8.76 し 2工12.78 t 46.14 1 4.40 し 46.42 t 2.96 し 1L05 t 0.25 t 

産業廃棄物の種類 排出 量 廃プラス チック類 20.11し 

蛍光灯ラガ (水銀製品) 

汚泥 
混合廃棄物 安定型 ー 

0.10 し 0.12 し 4.16 1 し t t し 

(これまでに実施した取組) 

特に無し 

② 計 画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 
混合廃棄物 管理型 

がれき類 木くず 

がラス陶磁器 :∵ 5.00t 金属くず 50.00し 石綿含有が 十∴用言∴ 5.00し 

石膏ボード 

繊維くず L00t 排 出 量 10.00 し 2.200.00 t 50.00 し 11.00 し 

産業廃棄物の種類 
廃プラス チック類 蛍光灯ラガ (水銀製品) 

汚泥 
混合廃棄物 安定型 

t し し t 排 出 量 20.00 t 0.10 0.10 t 5.00 し 

(今後実施する予定の計画) 

産業廃棄物の分別に関する事項 

① 現 状 

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組) 廃プラスチック類は中間処理として破砕し最終処分場へ埋め立て処理している 

② 計 画 

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組) 廃70ラスチック類は中間処理として破砕したものを再資源化施設で処理したい 



(別紙5)

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

① 現 状亡 

【前年度(4 年度)実績】 
ィ、 

産業廃棄物の種類 
混合廃棄物 管理型 

がれき類 2,11l.00t 木くず 0.00t 

がラス陶磁器 くず 

金属くず 0.00t 

石綿含有が れき類 

石膏ボート 0.001 繊維くず 0.00t 

ヨら再生利用を行った 産業廃棄物の量 

0.00 亡 0.00 t 0.00 し 

産業廃棄物の種類 
廃プラス チック類 蛍光灯ラげ (水銀製品) 

汚泥 
混合廃棄物 安定型 

t t 
し 

t 

自ら再牛利用を行った 産業廃棄物の量 

0.00 し 0.00 し 0.00 t 0.00 し 

(これまでに実施した取組) 

コンクリ-トがらの中の鉄筋等はコンクリートと金属類に分別し、すべて再生している。 

② 計 画 

【目標】 
読、 

産業廃棄物の種類 
混合廃棄物 管理型 

かれき類 2,200.00t 木くず 0.00t 

がラス陶磁器 くず 

金属くず 0.00t 

石綿含有が れき類 

石膏ホート 0.00し 繊維くず 0.00t 

自ら再生利用を行う 産業廃棄物の量 

0.00 し 0.00 し 0.00 1 

産業廃棄物の種類 
廃プラス チック類 蛍光灯ラげ (水銀製品) 

汚泥 
混合廃棄物 安定型 

1 
t し 

1 

自ら両生利用を行う 産業廃棄物の量 

0.00 t 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

(今後実施する予定の計画) 

分別の徹底を図り再資源化に寄与する 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

① 現 状 

【前年度 ( 4 年度)実績】 

産業廃棄物の種類 

混合廃棄物 管理型 0.00t がれき類 0.00し 木くず 0.00t 

がラス陶磁器 くず 

金属くず 
石綿含有が れき類 

石膏ボード 

繊維くず 0.00t 

自ら熟し可収を行った 産業廃棄物の量 

0.00 t 0.00 し 0.00 t 0.00 し 

自ら中間処理により 減量した産業廃棄物の量 

し し t 
t し t し 

t 

産業廃棄物の種類 
廃プラス チック類 蛍光灯ラげ (水銀製品) 

汚泥 
混合廃棄物 安定型 

1 
1 t 

t 

自ら熱回収を行った 産業廃棄物の量 

0.00 し 0.00 t 0.00 t 0.00 し 

自ら中間処理により 減量した産業廃棄物の量 

1 し l し t t t t 

(これまでに実施した取組) 

特に実施していない。 

② 計 画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 
混合廃棄物 管理型 

かれき類 0.00し 木くず 0.00( 

がラス陶磁器 くず 

金属くず 0.00し 

石綿含有が れき類 

石膏ボード 0.00t 繊維くず 0.00し 

自ら煎画収を行う 産業廃棄物の量 
0.00 t 0.00 し 0.00 t 

自ら中間処理により 減量する産業廃棄物の量 

t t し t t し 1 
し 

産業廃棄物の種類 自ら熱回収を行う 産業廃棄物の量 

廃プラス チック類 0.00し 蛍光灯ラシフ。 (水銀製品) 0.00し 汚泥 0.00t 混合廃棄物 安定型 0.00し し 
t t 1 

自ら中間処理により 減量する産業廃棄物の量 

t t し t し t t 
t 

(今後実施する予定の計画) 

解体工事の現場での分別・選別の徹底を図る。処理業者の選定に関して再生処理を行うことを優先させる。 



(別紙6)

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

① 現 状 

【前年度 ( 4 年度)実績】 

産業廃棄物の種類 
混合廃棄物 管理型 

がれき類 0.00し 

木くず 
がラス陶磁器 くず 

金属くず 0.00t 

石綿含有が れき類 

石膏ポート 

繊維くず 0.00し 

百‾ぢ‾埋立処分又‾は 海洋投入処分を行った 産業廃棄物の量 

0.00 t 0.00 し 0.00 t 0.00 し 0.00 し 

産業廃棄物の種類 自ら塾、テ処分又は 海洋投入処分を行った 産業廃棄物の董 

廃プラス チック類 0.00t 

蛍光灯ラガ (水銀製品) 

汚泥 
混合廃棄物 安定型 

ー 

し 
し 

0.00 し 0.00 し 0.00 し l し 

(これまでに実施した取組) 特に実施していない。 

② 計 画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 
混合廃棄物 管理型 

がれき類 木くず 
がラス陶磁器 くず 

金属くず 

石綿含有が れき類 0.00t 

石膏ボード 

繊維くず 0.00t 

自ら埋立処分又は 海洋投入処分を行う 産業廃棄物の量 

0.00 し 0.00 し 0.00 し 0.00 t 0.00 t 0.00 t 

産業廃棄物の種類 自‾ち垣、チ処分又は 海洋投入処分を行う 産業廃棄物の量 

廃プラス チック類 0.00t 

蛍光灯ラガ (水銀製品) 

汚泥 
混合廃棄物 安定型 

( し し 

0.00 t 0.00 t 0.00 し 
し 

(今後実施する予定の計画) 実施予定なし。 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

① 現 状 

【前年度 ( 4 年度)実績】 

産業廃棄物の種類 全処理委託量 

混合廃棄物 管理型 

がれき類 

木くず 46.14t 

がラス陶磁器 くず 

金属くず 
石綿含有が れき類 

石膏ボード 

繊維くず 0.25し t t し 

2.08t 

t 

1.78t し t 

4.40 し 46.42 t 2,96 し 1L05 し 

優良認定処理業者 への処理委託量 

し t 

t 46,14t 

t し 

再生利用業者 への処理委託量 儲定熱回収業著 しへの処理委託料 

t 46.14 t し 

1 し t 

11.05 t 

t t l し し し 

認定熱回収業者 以外の熱回収を行う 音業者への処理委託量 

t し t t t し 
し 

産業廃棄物の種類 全処理委託量 

廃プラス チック類 蛍光灯ラン70 (水銀製品) 

汚泥 
混合廃棄物 安定型 

し 20.11 し 0.10 t 0.12 t 4.16 し し 1 し 

優良認定処理業者 への処理委託量 」 

し t し t し し t し 

;再生利用業者 音への処理委託量 

t 0,10 し し 1 し 1 t し 

認定熱回収業者 への処理委託料 

し 亡 

し t t t 

t し t し 

認定熱回収業者 以外の熟し可収を行う 一業者への処理委託量 

t し t t t t 

(これまでに実施した取組) 委託基準に従って、産業廃棄物を委託できる業者を選定し書面による契約を実施。 



(別紙7)

① 計 画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 

混合廃棄物 管理型 10.00t かれき類 5.00し 木くず 50.00t 

がラス陶磁器 くず 

金属くず 

石綿含有が れき類 5.001 石膏ボード 1L00亡 繊維くず 1.00t 

し 

全処理委託量 5.00 し 50.00 し 

二優良認定処理業者 二への処理委託量 

し t し し し し 
し 

音再生利用業者 への処理委託量 

( 1 50.00 ( し 50.00 し し 1l.00 t 
し 

認定熱回収業者 音への処理委託料 

し t t し し し t t 

“認定熱回収業者 以外の熱田収を行う 音業者への処理委託量 

し t し t 1 t t し 

産業廃棄物の種類 全処理委託量 廃プラス チック類 20.00し 蛍光灯ラシフ。 (水銀製品) 0.10t 

汚泥 
混合廃棄物 安定型 

し し し 
し 

0.10 し 5.00 し 

優良認定処理業者 への処理委託量 

し t し t し し t 
t 

再生利席業者 への処理委託量 
10.00 t 0.10 t し 

t t 

し し し 
t 

認定熱回収業者 音への処理委託料 

t し 1 し t し t 

認定熱田収業者 以外の熟し出版を行う 音業者への処理委託量 

t t し t t し 1 
し 

(今後実施する予定の取組) 優良認定業者に委託出来るものは委託する。 

再生利用・熱回収が可能な廃棄物は、再生利用業者、熱回収業者へ処理を委託する。 
委託先の処理業者の施設は定期的に現地を確認する。 

※事務処理欄 



(別紙8)

1前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2 当該年度の6月30日までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1) ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2) ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額(前年度実績) 、建設業の場合における元請完成

工事高(前年度実績) 、医療機関の場合における病床数(前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3) ④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程(当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。 )を記入すること。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第6条の11第2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「鵜」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこ と。



菜 箸 酎 恵 e p 聴 鮭 榔 
叩 e 柑 轄 能 聞 十〇 I「ヽ e 岬 酎 異 性 榔 

薫瀧粗 
○ ○ 占 e ? e く⊃ e 占 ⊂) e 占 

8冒 ⊂) く⊃ 

8: 
⊂) く⊃ 

○ ○ ⊂) ⊂〕 ⊂) 占 

⊂⊃冒 e; 
⊂) ⊂⊃ ⊂):e ⊂)e 

e く⊃ (ゴ ⊂) e ⊂) ○ ○ 占 ○ ○ 占 ⊂⊃ ? e ⊂) く⊇ e ⊂⊃ e ⊂> 〇 〇 〇 

⊂) e 〇十⊂⊃ く⊃e 

e音 害l 音 

e ⊂! e 

⊂)!○ ○、〈:⊃ ○○ ?く⊇ o音 e: 
⊂) ⊂) 

叫 占 占音 くゴ 牛 ⊂) 

占- 音 

⊂) ⊂)音 く⊃ 占 (ゴ 

占( 音 

くつ e ⊂) e音 ⊂) 

薫鞭- 
e ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂) d e く⊃ く⊃ くブ ⊂) e e くつ e e ⊂〕 e ⊂⊃ ⊂) う e ⊂) e ⊂) e 占 ○ ○ ⊂) ⊂) く⊃ e 〇 〇 ⊂) ○ ○ ⊂) e ⊂) (う e くつ e e ⊂! ⊂} ⊂) (⊇ e e くつ e ⊂⊃ e う e くつ ⊂〕 e音 ⊂)音 e, くつ ⊂⊃ ⊂) ⊂) ⊂⊃ ⊂) ○ ○ ⊂) ○ ○ ⊂) ⊂) く⊇ e e (⊇ e e e e 

e く⊃ 占: 

○ ○ ⊂⊃ e音 ⊂) e e ⊂⊃ ⊂) ○ ○ ⊂) ⊂⊃ ⊂⊃ 占 

霊細工 
⊂) ⊂) ⊂〉 ⊂) ⊂} くゴ 

⊂⊃王 ⊂)音 ⊂): 

くつ くつ くつ 

き き) 音 

e e ○ ○くつ 

e くつ e ⊂> ? ⊂) 

軍書 ぐプ く章 ⊂) e 占 しの 

○ ○ くゴ ⊂⊃ e ⊂) 

○○ ⊂) e くつ 

⊂) e ⊂) ○ ○ ⊂) くつ( ? e音 ⊂> e 占 ○ ○ ⊂) く⊃ e ⊂) ⊂⊃ (:⊃ くつ e ⊂> ⊂つ くブ ⊂) ⊂⊃ e ⊂) ⊂⊃ ⊂) e ⊂) ⊂) 

○ e〈 ⊂)〉 音 

e ⊂⊃ くら ⊂) e く⊃ ⊂) e ⊂) ⊂⊃ e ⊂) ○ ○ 占 

くつ や くつ音 2 

く⊃ くヽI 

輔。 
⊂) ⊂プ くゴ ⊂) ⊂⊃ ⊂) ⊂ブ ⊂⊃ ⊂) ○ ○ ⊂) el く千 〇 ⊂⊃ ? e ⊂⊃ ⊂! く> e ⊂) d ○ ○ 占 ⊂) e ⊂) e; e 占 ’⊂) (⊂) (⊂) ○ ○ くゴ ○ ○ ⊂) ○ ○ 占 e 音く⊇ e 〇 〇 〇 e ⊂) く⊃ ⊂ブ ? e ⊂⊃ (つ く⊃ e 〈⊇ ⊂ブ e くつ e e ⊂⊃ 占 号 ⊂⊃ e くつ 占 e くつ ⊂〉 ⊂) ⊂) ⊂) ⊂) ⊂) ⊂) ○ ○ (ゴ ○ ○ ⊂) ○ ○ 占 くつ ? e ⊂⊃⊂⊃ くつP くつ⊂〕 

割田 〇〇 〇 
le 音〈⊇ 

く義〕 「i、 

e ? i∫) 

寸 
:⊂) ie 

⊂〉 寸- 寸 e ⊂) Iで〕 

ぐu す くe 寸“ ⊂⊃ ⊂〕 ⊂) ○○ 

〔e CD ぐヽ ⊂〕 ⊂プ uブ 

l○ ○ ⊂) ⊂⊃ l∫) ぐヽ 
!○ 雪⊂) 

(ゴ ぐヽ ⊂) e ⊂) ぐヾ 

⊂) 占 ⊂) くつ ぐヽ e ○ ○ く○ ○申“ ⊂⊃ e i∫〕 e ⊂〕 e ⊂⊃ ⊂⊃ くつ ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂) e ⊂⊃ ⊂) 

e ⊂⊃ 
⊂) (⊇ 

⊂〕 e くゴ ○ ○ 占 

トie じつぐヾ 

曳瀧音∴∴∴直 利榔 

ぐヽ 

雷 
く○ 寸“ 言霊 

音〇二 ⊂) 音▼- e- 

e 音 

⊂かぐヽ ぐ’)く」⊃ 

緊 貨 酎 曳 e 申 せ 記 ⅢI 

離
山 e ⊂> e くつ く⊇ ⊂〕 e ⊂) e ⊂) ⊂> ⊂) ⊂) ⊂) ⊂) 

くe -亨 、e 音 

⊂〕 ⊂⊃ 占 ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂) e く⊃ (ゴ ⊂⊃ e ⊂) く⊃ ⊂〕 くら ○ ○ ⊂) ○ ○ ⊂) ○ ○ くら くつ ⊂⊃ ⊂) ⊂> e ⊂) e ⊂⊃ (ゴ 号 ⊂) ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂) ⊂⊃ ⊂⊃ くゴ ⊂) ⊂⊃ く⊃ 

に lく⊇ ;e 

⊂〕 ⊂⊃ 占 ⊂) e ⊂) e ⊂) ⊂) ○ ○ 占 ⊂) e ⊂) e ? e くつ 〇 〇 e (⊇ e e ⊂〕 占 e ⊂) (二) ○ ○ ⊂⊃ e ⊂) 占 

謁 岬 
⊂) ? くつ e ⊂〕 ⊂⊃ くつ ? e ○ ○ くゴ ○ ○ ⊂) 

に :子 音e 

e ⊂) ⊂) ⊂) くつ くゴ e e ⊂⊃ ⊂〕 ? くつ 

⊂〕 lo 

⊂) q e e ⊂! e e 〈⊇ e ⊂〕 ? e くつ ⊂〕 e ⊂) く⊇ e e ? くつ e くつ e ⊂) (⊇ く> e ⊂〕 e ⊂〕 くつ ⊂⊃ く二〕 く⊇ くつ ⊂) e ⊂⊃ ⊂) e く⊃ 

e e 

○ ○ ⊂) e ⊂) ⊂) ○ ○ ⊂) le 雪? e 

⊂〕,く⊃ 

回= 謂嵩∴凸 皿襲 

⊂〕 e ? e ⊂) ⊂⊃ 怪 -e e 占 ⊂⊃ 音占 

誰。 In回 

e ⊂⊃ ⊂) e ⊂⊃ ⊂⊃ e くつ e ⊂〉 ⊂) 占 ○ ○ ⊂) ○ ○ ⊂) ⊂) ⊂〕 くゴ 

○ ⊂プ ⊂) 音 

⊂⊃ ⊂⊃ う 

〉e e 雪e 音 音 

く⊃ く⊇ e ⊂プ ロ e ⊂⊃ (⊇ ⊂) く⊃ e e ⊂プ ? くつ ⊂> ⊂〕 ⊂) e ⊂! e ⊂⊃ 〈⊇ e e ⊂〕 e !e 呈〇 〇 e (⊇ ⊂⊃ e くつ う e ⊂> 占 ⊂ブ ⊂⊃ 占 e ⊂⊃ く⊃ ⊂) ⊂〕 ⊂; ⊂) ⊂ブ ⊂) e ⊂⊃ ⊂) ⊂) ⊂) ⊂〕 音e 音e ⊂) e ⊂) e ○ ○ くゴ ○○ ⊂〕○ ○⊂⊃ 

≡…
二 Ⅲ≠ 

くつ ⊂) くら ⊂) ⊂⊃ ⊂) 

⊂⊃ ⊂) ぐヽ 〇 〇 〇 〇 N ぐJ 

⊂⊃ ⊂〕 e e ⊂) (ゴ ⊂) ⊂) ⊂) ⊂〕 ⊂) d e ⊂⊃ e ⊂> e ⊂⊃ e く⊃ e e ? e e ⊂! e ̃e )(⊇ 〉e ○ ○ くゴ 〈8 占 ⊂ブ e ⊂) ○ ○ と ⊂〕 ? e ⊂⊃ e ⊂) e ? ⊂) ○ ○ ⊂) e く⊇ e 8 e e ? e e ⊂〕 e e ⊂! e 
e :(⊇ くe 

⊂ブ ⊂> e ⊂) ⊂う e く二) e く⊃ ⊂) くつ e 

⊂) ○ ○ヽ 音⊂) e ⊂⊃ 音e く斗 N 

岬 
く○ ○、 ∞ ⊂) ⊂) くゴ 

∞ 卜 ぐヾ ぐヽ ⊂⊃ ⊂⊃ ⊂) ○ ○ヾ ぐヽ 

く書くe 1‾⊂! ○○ で:⊂) 

ぐヾ 寸: (○ 寸“ 

;8 :⊂) l∫〕 1 」 

くくブ ⊂鴫 ぐu 

⊂⊃ Zくつ 辛 

○○ ? ⊂⊃ e 

しの ぐヽ○ ○ 

)e ⊂〕 「 音 音 

○ ○J e くつ (ゴ ぐヾ 

○ ○ ⊂) くゴ ぐヾ ⊂) ⊂⊃ (ゴ くe 寸 e ⊂) I∫) 

⊂) ⊂) ○ ○ 

○ ○ ⊂) ○ ○ ⊂) 

〇〇 〇〇 

e ⊂) ⊂) 

e ;? :⊂) 音 

はつiくつ ぐヽJ∴ぐヽ 

さき

< 誌 

1饗プ く書 ⊂⊃ lr) 

寸“ l∫) e !占 e 占 

「、 I∫) ぐヽ ぐヽ 霊 ぐう :●J 

蕎\罵 貨 田 
旧 市 

賞 輔 国 鳥 黄 田 国 正 菩 蒔 

嘩 
貨 時 国 鳥 賀 田 同 慶 苦 悶 同 志 貰 田 

回 十 

貨 醇 同 志 

賛竜 )十 
賛 踏 国 鳥 蓑 田 

回 十 

芸 踏 同 席 婆 踏 国 鳥 貨 蒔 

回 十 

菩 踏 国 鳥 

賛同 
十 

顆 堪 e 

轟 胱副 埋却 

騒 十ル 

持、 \/ 

誰 鶉 」卜 ・置き 

ト \/ 
騒 諏」 よ 怠 

ー▲- I 七 

せ、 \/ 
照 でヽ ト ト 

青竜 豊熟 
蝶 

泰 胱副 壁噌 

志 

長 駆 怯 

く□抑 蝶 

よ 董 

K 
陸 側 

嶋 伽 轄 旧 

仲 嶋 
謀 襲 

K i卜 T\ 堪 

謹 
鳩 

く□琳 娯 

くH 


